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在 留 外 国 人 の 在 留 資 格 ・ 国 籍 ・ 地 域 別 内 訳 ( 令 和 ２ 年 ６ 月 末 )

在留外国人数（総数） 2８８万５,９０４人

国籍・地域別在留資格別
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留学生から就職目的の在留資格変更許可申請に係る処分数等の推移

■令和元年は過去最高を記録した。
■平成１９年と比較して，令和元年の申請数は約３．４倍に増加している。
■令和元年の在留資格別許可数の内訳については，「技術・人文知識・国際業務」が２８，５９５人で全体の９２．４％を占めている。
■令和元年の留学生の就職先の業種については，卸売業・小売業（６，１０３人（１４．６％））と「職業紹介・労働者派遣業（４，３４７人
（１０．４％）） が上位を占めている。

留学生から就職目的の在留資格変更許可申請に係る処分数等の推移

平成19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年

総数 11,410 11,789 10,230 8,467 9,143 11,698 12,793 14,170 17,088 21,898 27,926 30,924 38,711

許可数 10,262 11,040 9,584 7,831 8,586 10,969 11,647 12,958 15,657 19,435 22,419 25,942 30,947

不許可数 1,148 749 646 636 557 729 1,146 1,212 1,431 2,463 5,507 4,982 7,764

許可率 89.9% 93.6% 93.7% 92.5% 93.9% 93.8% 91.0% 91.4% 91.6% 88.8% 80.3% 83.9% 79.9%
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特定技能外国人の許可状況等について（令和３年１月末現在：速報値）

特定技能制度運用状況①

特定技能在留外国人数（令和３年１月末現在：速報値）

特定技能１号在留外国人数 １８，６１３人

許可件数等の内訳

Immigration Services Agency of Japan

出入国在留管理庁

① 在留資格認定証明書交付 交付 ９，１７４件

② 在留資格変更許可 許可 １３，９９８件

③ 登録支援機関登録 登録 ５，５３８件

その他
４７１件
８．４％

登録支援機関の内訳

（許可・交付件数）

平成31年令和元年 令和2年

分野 人数
介護 １，１４６人

ビルクリーニング ２０８人

素形材産業 １，４５０人

産業機械製造業 １，５０９人

電気・電子情報

関連産業

８８０人

建設 １，６１４人

造船・舶用工業 ５０７人

自動車整備 １９０人

航空 １４人

宿泊 ７３人

農業 ２，８８３人

漁業 ２５０人

飲食料品製造業 ６，８４４人

外食業 １，０４５人

会社（株式会社，合同会社等）
３，０１６件
５４．１％

中小企業事業協同組合
１，４５９件
２６．１％

行政書士（個人）
３９６件
７．１％

一般社団法人
１６２件
２．９％

社会保険労務士（個人）
７６件
１．４％

平成31年 令和元年 令和2年

(注)個人の登録支援機関については複数の項目に
該当する者について各項目ごとに計上している。
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Immigration Services Agency of Japan

出入国在留管理庁特定技能制度運用状況②

特定技能在留外国人数（令和２年１２月末現在：速報値）

特定技能１号在留外国人数 １５，６６３人

国籍・地域
ベ
ト
ナ
ム

中
国

イ
ン
ド
ネ

シ
ア

フ
ィ
リ
ピ
ン

ミ
ャ
ン
マ
ー

カ
ン
ボ
ジ

ア タ
イ

ネ
パ
ー
ル

そ
の
他

在留数 9,412 1,575 1,514 1,059 674 488 455 135 351 

構成比 60.1% 10.1% 9.7% 6.8% 4.3% 3.1% 2.9% 0.9% 2.2%

国籍・地域別特定技能在留外国人数

分野
介
護

ビ
ル

ク
リ
ー

ニ
ン
グ

素
形
材
産
業

産
業
機
械

製
造
業

電
気
・

電
子
情
報

関
連
産
業

建
設

造
船
・

舶
用
工
業

自
動
車
整
備

航
空

宿
泊

農
業

漁
業

飲
食
料
品

製
造
業

外
食
業

在留数 939 184 1,235 1,248 725 1,319 413 151 13 67 2,387 220 5,764 998
構成比 6.0% 1.2% 7.9% 8.0% 4.6% 8.4% 2.6% 1.0% 0.1% 0.4% 15.2% 1.4% 36.8% 6.4%

都道府県
北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

在留数 610 51 87 107 10 26 118 832 291 590 783 1,260 1,016 714 128 138 120 91 96 274 347 439 1,250 320 
構成比 3.9% 0.3% 0.6% 0.7% 0.1% 0.2% 0.8% 5.3% 1.9% 3.8% 5.0% 8.0% 6.5% 4.6% 0.8% 0.9% 0.8% 0.6% 0.6% 1.7% 2.2% 2.8% 8.0% 2.0%

都道府県
滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

未
定
・

不
詳

在留数 138 276 779 574 62 38 47 47 263 572 82 85 298 241 67 680 64 191 385 125 76 204 167 504 
構成比 0.9% 1.8% 5.0% 3.7% 0.4% 0.2% 0.3% 0.3% 1.7% 3.7% 0.5% 0.5% 1.9% 1.5% 0.4% 4.3% 0.4% 1.2% 2.5% 0.8% 0.5% 1.3% 1.1% 3.2%

都道府県別特定技能在留外国人数

特定産業分野別特定技能在留外国人数

（注）小数点第一位が０の場合には，小数
点第二位までで四捨五入。
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Immigration Services Agency of Japan

出入国在留管理庁特 定 技 能 制 度 運 用 状 況 ③

実施場所（実施月） 受験者数 合格者数

介護

（フィリピン） 2019年4月～2020年3月,6月～2021年1月
（カンボジア） 2019年9月～2020年3月,5月～2021年1月
（インドネシア）2019年10月～2020年4月,6月～2021年1月
（ネパール） 2019年10月～2020年3月,7月～2021年1月
（モンゴル） 2019年11月,12月，2020年9月～11月
（ミャンマー） 2020年2月,3月,2021年1月
（タイ） 2020年11月,12月,2021年1月
（日本国内） 2019年10月～12月,2020年3月～2021年1月

（技能試験）
16,078人（注１）
（日本語試験）
14,913人（注１）

（技能試験）
10,365人（注１）
（日本語試験）
11,018人（注１）

ビルクリーニング
（フィリピン） 2020年2月,3月
（ミャンマー） 2019年12月
（日本国内） 2019年11月,12月,2020年8月,9月,11月,12月

1,206人 864人

素形材産業（注２）
産業機械製造業（注２）
電気・電子情報関連産業（注２）

（インドネシア）2020年1月
（日本国内） 2020年10月～12月 110人（注１） 15人（注１）

建設（注２） （日本国内） 2020年8月,9月,12月 159人 95人

造船・舶用工業（注２）
（フィリピン） 2019年11月
（日本国内） 2020年5月，8月,11月,12月 26人 19人

自動車整備
（フィリピン） 2019年12月～2020年3月,11月,12月
（日本国内） 2020年10月～2021年1月 111人（注１） 71人（注１）

航空（注２）
（フィリピン） 2019年11月
（モンゴル） 2019年10月
（日本国内） 2019年11月,2020年2月,8月,11月

486人 265人

宿泊
（ミャンマー） 2019年10月
（日本国内） 2019年4月,10月,2020年1月,7月,9月,11月 4,257人 2,208人

農業（注２）

（フィリピン） 2019年10月～2020年3月,7月～2021年1月
（カンボジア） 2020年1月～3月,6月～2021年1月
（インドネシア）2020年1月～3月,7月～2021年1月
（ミャンマー） 2020年2月,3月,2021年1月
（タイ） 2020年11月,12月,2021年1月
（日本国内） 2020年3月,6月～12月,2021年1月

3,269人（注１） 2,780人（注１）

漁業（注２） （インドネシア）2020年1月,12月 54人 22人

飲食料品製造業
（フィリピン） 2019年11月～2020年3月,9月～11月,2021年1月
（インドネシア）2020年1月～3月,9月～11月,2021年1月
（日本国内） 2019年10月,2020年2月,9月,11月,2021年1月

7,524人 5,300人

外食業

（フィリピン） 2019年11月～2020年3月,7月～2021年1月
（カンボジア） 2020年1月～3月,6月～2021年1月
（インドネシア）2020年7月～2021年1月
（ミャンマー） 2020年2月,3月,2021年1月
（タイ） 2020年11月,12月,2021年1月
（日本国内） 2019年4月,6月,9月,11月,2020年2月,9月,11月,2021年1月

15,291人（注１） 8,552人（注１）

全分野合計 （技能試験）48,571人 （技能試験）30,561人

国際交流基金
日本語基礎テスト

（フィリピン） 2019年4月～6月,8月～11月,2020年1月,3月,7月～9月,11
月,2021年1月

（カンボジア） 2019年10月,2020年1月,3月,5月,7月～9月,11月,2021年1月
（インドネシア）2019年10月,11月,2020年1月,3月,7月～9月,11月,2021年1月
（ネパール） 2019年10月,11月,2020年1月,3月,7月～9月,11月,2021年1月
（モンゴル） 2019年11月，2020年9月,11月
（ミャンマー） 2020年3月
（タイ） 2020年11月

14,900人 5,543人

(注1） 2020年12月以降に実施された介護（技能試験及び日本語試験），素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関連産業，自動車整備，農業，外食業の受験者数及び合格者数のうち未発表分については，各者数の累計値に含んでいない。
(注2) 業務区分によって試験実施状況が異なる。

特定技能試験等の実施状況について（令和３年１月末現在。各試験実施機関のウェブサイトを参考に作成したもの。）
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① 在留資格認定証明書の交付対象とならない方（「永住者」等）
再入国許可による出国中に新型コロナウイルス感染症の影響により本邦へ再入国できなかった永住者の方については，再入国許可の
有効期間の満了日が，入国制限が解除された日から１か月後までであり，かつ，入国制限が解除された日から６か月後までに「定住
者」の査証申請をしていただいた上で入国する場合には，「永住者」の在留資格により上陸特別許可します。
本邦に在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合及び同申請の対象とならない在留資格（「定住者」及び「特定活動」の

うち告示に該当しない活動が指定されるもの）の方については，原則として申請書，在留カードの写し及び本人の申立書のみで査証申
請を受け付けます。
② 在留資格認定証明書の交付対象となる方（留学生，技能実習生，技術・人文知識・国際業務等）
本邦に中長期在留者（留学生や技能実習生等）として在留していた方が，再入国許可による出国中に新型コロナウイルス感染症の

影響により本邦へ再入国できず，在留期限を経過した場合などで，改めて在留資格認定証明書交付申請を行う方については，原則と
して申請書および受入機関作成の理由書のみをもって審査します。
③ 「高度専門職２号」で在留していた方

②により「高度専門職１号」として従前の活動に応じた在留資格認定証明書交付申請を行ってください。（「高度専門職１号」の
査証発給を受けますが，入国時に日本の空港で「高度専門職２号」として新たに入国するための手続をとることができます。）

再入国許可（みなし再入国許可を含む。）により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請，在留期間更新許可申請又
は永住許可申請を行っている場合であって，新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは，本邦にある親族又は受入れ
機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし，出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うこ
とを可能とします。

本邦に入国を予定している方に係る取扱い

① 在留資格認定証明書が交付された方
通常３か月間有効ですが，特例として，次のとおり取り扱います。

○ ２０１９年１０月１日から同年１２月３１日までに作成された在留資格認定証明書 → ２０２１年４月３０日まで有効
○ ２０２０年１月１日から２０２１年１月３０日までに作成された在留資格認定証明書 → ２０２１年７月３１日まで有効
○ ２０２１年１月３１日以降に作成された在留資格認定証明書 → 作成日から６か月間有効
② 在留資格認定証明書交付申請中の方について
現在申請中の案件について，活動開始時期を変更することとなった場合，原則として受入機関作成の理由書のみをもって審査しま

す。

１ 在留資格認定証明書が交付された方又は在留資格認定証明書交付申請中の方

２ 在留諸申請中に再入国許可により出国した方

３ 再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方等

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan
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本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
Immigration Services Agency of Japan

出入国在留管理庁

１ 「短期滞在」で在留中の方

⇒ 「特定活動（６か月・週２８時間以内のアルバイト可）」 への在留資格変更を許可します。

※１０月１９日より，卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
（注）「短期滞在」や「特定活動（帰国困難・就労不可，出国準備）」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。

３ 「留学」の在留資格で在留している方で，就労を希望する場合

⇒ 「特定活動（６か月・就労可）」 への在留資格変更を許可します。

（注１）従前と同一の業務（※）に従事する場合が対象となります。

※ 従前と同一の業務での就労先が見つからない場合は，「従前と同一の業務に関係する業務（技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職

種・作業一覧」の各表内の職種・作業（「７ その他」を除く。））」で就労することも可能です。

（注２）「特定活動（インターンシップ(9号)，製造業外国従業員(42号))」で在留中の方が，従前と同一の業務で就労を希望する場合は在留資格変更を

許可します。

（注３）「短期滞在」や「特定活動(６か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。

（注４）「特定活動(サマージョブ(12号)」で在留中の方で，従前と同一の業務で就労を希望する場合は「特定活動（３か月・就労可）」への在留資格変更

を許可します。

２ 「技能実習」,「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」で在留中の方

⇒ 「特定活動（６か月・就労不可）」への在留資格変更を許可します。
※ 本邦での生計維持が困難であると認められる場合は，資格外活動（週２８時間以内のアルバイト可）を許可します。

４ その他の在留資格で在留中の方（上記２又は３の方で，就労を希望しない場合を含む）

（注）上記１～４について，帰国できない事情が継続している場合には，更新を受けることが可能です。

⇒ 「短期滞在（９０日）」の在留期間更新を許可します。
※ 本邦での生計維持が困難であると認められる場合は，資格外活動（週２８時間以内のアルバイト可）を許可します。
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新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について
～迅速かつ効率的なマッチングによる本邦での再就職の実現～

出入国在留管理庁において，新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され，実習が継続困難となった技能実習生，採用
内定を取り消された留学生等に加え，技能実習を修了し，帰国が困難な元技能実習生の本邦での継続した就労を可能とするた
め，一定の要件の下，特定産業分野において在留資格「特定活動」を付与するとともに，自力で再就職先を探すことが困難な外国
人に対しては，関係省庁と連携し，再就職のためのマッチング支援を行うことにより，本邦での雇用維持をパッケージで支援する。

出入国在留管理庁は，支援の対象となる技能実習生等の情報を迅速かつ網羅的に把握し，これらの技能実習生等が就労を希
望する特定産業分野に再就職できるよう，各分野の関係機関に情報提供することにより，効率的なマッチングが可能となる。
令和２年９月１日からは，外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ）において，新型コロナウイルス感染症の影響で問題を抱える外国

人からの相談にフリーダイヤルで対応しており，本件マッチングに必要な書類作成に係るサポートも行っている。

支援の概要

目的

在留資格上の措置

・就労先が特定技能制度における特定産業分野に
該当していること
・申請人が，特定技能外国人の業務に必要な技能
を身に付けることを希望していること 等

 在留資格 「特定活動（就労可）」
 在留期間 最大 １年
 要件

求人中の
事業者

地方公共団体

都道府県福祉人材センター

監
理
団
体

受
入
れ
機
関

○ 介護分野の例

出
入
国
在
留
管
理
庁

雇用維持支援のイメージ

○ 全分野

○ 農業分野の例

農林水産省

実習が継続困難と
なり，かつ本邦での
再就職を希望する
技能実習生等の情報

農家

介護施設

・全国農業協同組合中央会
・日本農業法人協会
・全国農業会議所

監理団体，登録支援機関，

ＪＡ都道府県中央会，ＪＡ等

外
国
人

技
能
実
習
機
構

対象者

 解雇等され，実習の継続が困難となった技能実習生
 解雇等され，就労の継続が困難となった外国人労働者
(在留資格「特定技能」，「技術・人文知識・国際業務」，「技能」等)

 採用内定を取り消された留学生
 技能実習を修了し，帰国が困難な元技能実習生(※) 等

※令和２年９月７日から対象に追加
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③ 定期報告

【利用できる方】
① 申請人から依頼を受けた所属機関の職員
② ①の所属機関から依頼を受けた弁護士・行政書士，

公益法人の職員及び登録支援機関の職員（※）
※有効な申請等取次者証明書又は届出済証明書を有する方

① 在留資格認定証明書交付申請
② 在留資格変更許可申請
③ 在留期間更新許可申請
④ 在留資格取得許可申請

オンライン申請オンラインでの
申請を依頼

・審査結果連絡
・許可の場合は，

在留カードの手交など

申請人（在留外国人）
地方出入国

在留管理官署

対象の手続

② オンライン申請

・審査結果連絡
・許可の場合は，

手数料納付確認
在留カードの発送など

利用者
（所属機関の職員等）

⑤ 就労資格証明書交付申請
⑥ ②～④と同時に行う再入国許可

申請及び資格外活動許可申請

オンラインによる在留申請手続について（概要） 出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan

① 利用申出

承認を受けた利用者
（所属機関の職員等）

利用申出

承認
（認証ID付与）

地方出入国
在留管理官署

【申出の方法】
① 地方出入国在留管理官署への出頭
② 郵送による申出も可

承認を受けた利用者
（所属機関の職員等）

承認
（認証ID延長）

定期報告

地方出入国
在留管理官署

【定期報告】
○ 承認を受けた日から１年間を経過する前に，承認した

地方出入国在留管理官署宛て所属機関等の情報を報告
○ 中小企業等については，経営・財務状況等の観点から，

安定的・継続的に事業が運営されているか否かなども審査

⇒ 定期報告が承認されれば，オンライン申請の認証IDの
有効期間が１年間延長される。

対象の在留資格

○ 「技術・人文知識・国際業務」，「留学」，「技能実習」
などの入管法別表第１在留資格が対象

※１ 出入国在留管理庁ホームページ「在留申請オンラインシステム」：http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html

※２ 利用可能な申請種別・在留資格：http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf

○ ただし，「外交」及び「短期滞在」，身分又は地位に基づく
在留資格（「日本人の配偶者等」など）は対象外
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